
- 1 -

第４１１回白石市議会定例会 一般質問通告書

順位 質問者（方式） 質 問 事 項 ・ 要 旨 答弁を求める者

１ ４番 市 長１．弁護士の市職員採用について

管 野 恭 子 今、自治体における弁護士採用が増えている。

（一問一答） 日本弁護士連合会によると、今年７月で１３都県

４８自治体に７８人が採用されているとの事だが、地

方分権化により法的知識を要する判断を自治体は求め

られることが増えている。採用形態は任期付きの契約

がほとんどで課長級待遇が多いようである。ある自治

体採用の弁護士の業務は、市職員からの都市計画、防

災、生活保護、環境、職員のコンプライアンス等に関

する法律的な相談、また訴訟、条例、契約事務、債権

回収など多岐にわたっている。

これまで地方自治は、国の指示や前例に基づいて進

められる事が多かったが、地方分権の進展により、市

独自の条例や施策を実施する上で、法律の専門家は欠

かせなくなってきている。専門の法律家を置く事で、

職員の業務遂行がより向上し、市民の福祉、さらには

市勢につながっていくと考える。

是非、本市においても弁護士の市職員採用を検討す

べきではないか。市長の見解を伺う。

市 長２ 「サイトメガロウイルス」感染予防について．

このウイルスは人の唾液、尿などを通して感染し、

一度感染するとさまざまな細胞に生涯とどまり続ける。

ほとんどの人は無症状であるが、免疫不全の患者等に

感染すると肝機能障害や肺炎等を引き起こす。また、

妊娠中に初感染すると、出生児の１割に肝機能異常、

難聴 脳障がい等を発生させる 厚生労働省では こ、 。 、「

のウイルスにより障がいを抱えて生まれる子供は、

年1,000人に上る」と試算している。

現在、国の妊婦健診の検査項目には、このウイルス

は入っておらず、一般にも認知度は極めて低い。

かつては、多くの人が子供のころに感染し抗体をも

っていたが、Ｏ-157による集団感染等により抗菌をう

たった商品が流通し、衛生環境が格段に良くなったこ

とで、このウイルスの抗体を持たないまま成長し、妊

娠するケースがふえている。

現在は、有効なワクチンの開発にはまだ至っていな

い。

神戸大学医学部付属病院では、５年前から妊婦に対

してサイトメガロウイルスの抗体の有無を調べる血液

検査を実施している。さらに、出生時には尿検査を行い、

感染が確認されれば抗ウイルス薬で治療を行っている。

大阪府吹田市では、昨年４月から医師が妊婦教室で

このウイルスについて、子育て中の注意などの説明を

始めている。さらに、今年４月からは母子手帳にも記

載し予防対策に取り組んでいる。

本市においても、このウイルス感染への予防対策を

是非、実施していくべきである。よって、次を検討す

べきと考えるが市長の見解を伺う。
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順位 質問者（方式） 質 問 事 項 ・ 要 旨 答弁を求める者

４番 (1) 本市の「妊婦さんと赤ちゃんのサロン」などで、

管 野 恭 子 医師による「サイトメガロウイルス」についての説

（一問一答） 明及び子育て中の注意などを行う。

(2) 母子手帳に「サイトメガロウイルス」についての

説明を掲載する。

(3) 妊婦健診に「サイトメガロウイルス」抗体の有無

を確認のための血液検査を行う。

(4) 出生児の尿検査を行い、感染の有無を確認する。

市 長３．災害時の「段ボール製の簡易ベッド」の活用につ

いて

この件については、平成２３年９月、同２４年６月

の各定例会において一般質問している。

この活用については、有効性の認知度が広がってい

る。また、医師の強い推進の声もある。国の災害対策

の指針などにも盛り込まれている。

本市においても是非、当ベッドの活用を行うべきと

考えるが、その後の検討の結果を伺う。

市 長４．レアメタル等の回収・リサイクルの取り組みにつ

いて

この件は、過去定例会において数回一般質問してい

るが、その後の進展を伺う。

２ １３番 市 長１．平成２５年度白石市歳入歳出決算と予算編成につ

いて山 田 裕 一

（一問一答） (1) 平成２５年度は、東日本大震災からの復旧期の最

終年であったが、この復旧期の中で市長が特に印象

に残っていることを伺いたい。

(2) 「少子高齢化社会を反映した社会保障費の増大等

により一層厳しさを増す財政状況」とあるが、当市

は極めて健全財政を堅持していると感じている。国

立社会保障人口問題研究所の人口推移を見れば、今

後の人口減は否めない事実であると考える。そこで

平成２５年度各会計決算を見てみると、まだまだ攻

めの予算編成が可能であると考えるが、市長の所見

を伺う。

(3) 第５次総合計画を推進するには、さらなる「メリ

ハリのある予算」が必要と考える。私は、特に子育

て世代の定住化施策と子育て支援施策、また、交流

人口増大を狙った施策が大きなカギとなると考える

が、第５次総合計画推進の肝となるにはどのような

施策が必要と考えるのか、市長の所見を伺いたい。

市 長２．子育て支援施策拡充について

本年１０月から「子ども医療費助成事業の拡充」が

行われることは、非常に喜ばしいことである。

しかし、その一方で所得制限があるため、助成が受

けられない世帯もある。子育て支援施策拡充と第５次

総合計画推進には「所得制限撤廃」が必要と考えるこ

とから、以下、市長の所見を伺う。

(1) 所得制限により助成が受けられない世帯数と児童・

生徒数について
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順位 質問者（方式） 質 問 事 項 ・ 要 旨 答弁を求める者

１３番 (2) そもそも、所得制限が必要と考える理由について

山 田 裕 一 (3) 例えば、医療費を一部受益者負担として、所得制

（一問一答） 限撤廃や医療費助成の対象者をさらに拡大する考え

はないのか。

市 長３．第５次総合計画を加速させるための人材確保につ

いて

当市は 「震災等緊急雇用対応事業補助金」等を活、

用し、様々な事業展開をされてきた。当補助金の財源

は、平成２６年度までと聞いている。

そこで、これまでの緊急雇用補助金等を活用した事

業の中で、市単独財源を用いてでも継続していきたい事

業等の検証はされているのか、市長の所見を伺いたい。

３ １０番 市 長１．市街地の活性化について

四 竈 英 夫 自民党安倍政権が誕生してから６００日余り、アベ

（一問一答） ノミクスの名のもとに、大胆な経済政策を断行し、デ

フレ脱却と物価上昇などを柱とする政策がとられまし

た。その結果、円安ドル高の効果により、株価の大幅

な値上がりを始めとして、経済全体が大きく上昇する

動きを見せております。

しかし、大企業や一部投資家などの活況とは裏腹に、

地域経済までにはその効果が浸透していないというの

が実感であります。本市の市街地商店街などを見ても、

依然として景気の停滞が感じられます。国道４号線バ

イパス沿いには、大型店や自動車販売店などが進出し

て好況を感じさせますが、中心市街地では、人の往来

も少なく、商店街には沈滞ムードが漂っております。

現に閉店をする店舗や食堂などがあるとのことも耳に

します。

こうした現状をどのようにとらえ、これらが改善の

方向に向かうには、どのような対策が必要と考えてお

られるかお尋ねいたします。

教 育 長２．教育現場の実態について

(1) 最近のマスコミで、教育現場の先生方が忙し過ぎ

るという報道がされていました。朝早く出勤し、授

業の準備、報告書の提出、学級通信の作成、休み時

間も少ない、帰宅時間も遅い。生徒とかかわる時間

。 。も少ない 家庭にまで仕事を持って帰ることもある

気の毒である、という報道でした。

本市における実態はどうなのでしょうか。もし、

忙し過ぎるという現実があるとするならば、それら

を緩和し、生徒と触れ合う時間をふやすなど、先生

方の労働条件の改善と、生徒とのかかわり合いの時

間をふやすなどの対策を講ずべきと思いますが、い

かがでしょうか。

(2) 不登校の生徒が無くならないという報道もされて

、 。 、おりますが 本市の実態はいかがでしょうか もし

そういう生徒がいた場合、どのような対処をされる

かお伺いいたします。



- 4 -

順位 質問者（方式） 質 問 事 項 ・ 要 旨 答弁を求める者

４ ５番 市 長１．ハザードマップの有効活用について

水 落 孝 子 東日本大震災を教訓として、白石市復興・防災まち

（一問一答） づくり計画の策定とともに、災害ハザードマップ作成

事業が予定されている。災害ハザードマップは地図情

報であり、災害に対する住民の意識啓発に役立つもの

といわれており、歓迎するところである。

また、本市においては、多くの地区で「赤い羽根共

同募金助成」を受け、地区コミュニティ版ハザードマ

ップが作成されているようだが、これは、地域社会に

おける自主的な取組みで、身近な災害危険への関心を

高め、現実的な対応策を検討するための基礎となり、

最も重要なツールになると考えられる。

ところが、その一方で、マップ配布を受けた住民の

、「 」「 」なかで ピンとこない どこかにしまってあるはず

などの声も聞かれる。もちろん、家の目立つところに

張り出して活用をしている方もおいでになるが、行政

は、配布したから仕事完了ではなく、住民の意識啓発

に役立たせる仕事に力点を移動させてこそ、真に住民

のものとなり、有効活用が具体的になることで、マッ

プも喜ぶことになると考える。

そこで、

(1) 住民全員のものにするための方策をどのようにお

考えか伺う。

(2) 記載内容が正しく住民に理解されるための地区ご

との説明会等が必要ではないか伺う。

(3) 自主防災組織が活発に、継続的に活動できるよう

な「しくみづくり」が必要ではないか伺う。

５ ８番 市 長１ 「雑誌スポンサー制度」の導入について．

佐久間 儀 郎 市図書館要覧によると、雑誌４５誌をそろえている 教 育 長

（一問一答） ことがうかがえます。ただし、最新号の雑誌は貸出し

せず、館内閲覧及び著作権法の範囲内での複写のみの

ようです。厳しい財政状況の中で、もっと種類を充実

してほしいとする市民要望には、容易に応じがたい悩

みがあるのではないでしょうか。

他の自治体では、企業等に図書館の新刊雑誌の年間

購入代金を負担してもらい、図書館では提供された雑

誌を閲覧コーナーで閲覧に供するとともに、提供雑誌

の閲覧用カバー表裏にスポンサーとなった企業名や広

告などを掲載する制度、いわゆる「雑誌スポンサー制

度」の導入が進んでいます。例えば、静岡県島田市で

は、雑誌に広告などを掲載するほかに雑誌スポンサー

である企業・団体の名称、提供雑誌を図書館ホームペ

ージでも公表しています。

この制度は、図書館サイドが少ない経費で雑誌コー

ナーの充実を図るとともに、企業等にはＰＲだけでな

く、社会貢献活動として社会にアピールしていただけ

ます。双方にとって有益であり、自治体と民間企業等

による新しい協働の一形態であると思います。市民協

働で図書館づくりを推進する目標を掲げている本市に

おいて、制度の導入は検討に値すると考えますが、ご
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順位 質問者（方式） 質 問 事 項 ・ 要 旨 答弁を求める者

８番 見解を伺います。

佐久間 儀 郎 市 長２ 「薬物乱用防止」に向けた取組について．

（一問一答） (1) 『 危険ドラッグ」その怖さを知っていますか？「

「一度だけなら」や「危なくないから」はウソ！

使用者の死亡事故が急増しています 「危険ドラッ。

」 、 、 、グ はゼッタイに持たない もらわない 買わない

使わない！』これは、先月新聞に掲載された内閣府

広報のフレーズです。

現在、わが国では、第三次覚せい剤乱用期と呼ば

れる薬物乱用期を迎え大変な事態にあります。この

ため、国では、平成２５年８月に第四次薬物乱用防

止五か年戦略を策定して、薬物乱用対策推進会議の

もとに関係省庁が緊密に連携し、各目標の達成に向

けた取り組みを推進することとしています。

そこで、以下の点、市長に伺います。

① 薬物乱用、またその防止について、どのような

ご認識ですか。

② 厚生労働省は、既に平成２４年に「合法ハーブ

等と称して販売される薬物に関する当面の薬物乱

用防止対策」を策定し、薬物乱用防止教室や、薬

の専門家による広報啓発を推進するとしておりま

すが、本市では防止対策をどのように講じてこら

れましたか。

(2) 第四次薬物乱用防止五か年戦略策定の目標は５つ 教 育 長

ですが、その第一に掲げられた目標は「青少年、家

庭および地域社会に対する啓発強化と規範意識向上

による薬物乱用未然防止の推進」で、目標設定とし

ては、至極当然のことです。

周知のとおり、危険ドラッグは、合法ハーブやア

ロマ等と称して簡単に入手することができますが、

その作用は重大なものがあり、錯乱状態となって事

故を起こしたり怪我をしたり、死亡に至った事例も

報道されております。大変憂慮すべきは、こうした

使用者には成人のみならず、大学生、中高生にも広

がっていることであります。関係機関と連携した、

特にこれからの社会を担う、青少年に対する啓発強

化と薬物教育の徹底が必要です。

そこで、文部科学省が発表している「薬物乱用防

止教室推進マニュアル」には、府県教育委員会の具

体的な取組事例が紹介されておりますので、以下の

点を教育長に伺います。

① 薬物乱用防止教室は、学校保健計画に位置づけ

て、全ての中学校は必ず年１回は開催し、小学校

においても開催に努めるとなっていますが、当市

のこれまでの取り組みをお知らせください。

② 文部科学省では、知識を総動員した指導方法の

工夫を行うよう通達しているようです。つまり、

児童生徒には、薬物乱用の有害性・危険性のみな

らず、薬物乱用は、好奇心、投げやりな気持ち、

過度のストレスなどの心理状態、周囲の人々の影
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順位 質問者（方式） 質 問 事 項 ・ 要 旨 答弁を求める者

、 、８番 響や人間関係の中で生じる断りにくい心理 宣伝

佐久間 儀 郎 広告や入手しやすさなどの社会環境などによって

（一問一答） 助長されること、また、それらに適切に対処する

必要があることを理解できるように指導するとし

ています。この点、知識を総動員した指導方法の

工夫はどのように考えていますか。

③ 文部科学省は、学校薬剤師など薬物等に関する

専門的な知識を有する者の協力を得る、また教員

以外の指導者による効果的な指導を求めています

が、こうした体制づくりはどうされていますか。

④ 学校警察連絡協議会等において情報交換するな

ど、警察と学校関係者等との連携強化。また、関

係機関・団体等による研修会の開催や参考資料等

の作成が促進されるような連携の強化を求めてい

、 。るようですが この点の連携状況はいかがですか

市 長３ 「公共施設等の総合的な管理による老朽化対策等．

の推進」について

平成２４年１２月に発生した中央自動車道笹子トン

ネルの天井板崩落事故は９人が死亡する大惨事であり

ました。今も生々しい記憶として残っています。この

事故は開通から３５年で発生したもので、インフラの

老朽化対策が待ったなしで、緊急性を持っている行政

課題であることを明らかにしました。

国（総務省）では、平成２６年４月２２日に、各地

方公共団体に対し、公共施設等総合管理計画の策定を

要請するとともに、策定に当たっての指針を示してい

ます。これは、老朽化対策という課題のみならず、地

域社会の実情にあった将来のまちづくりを進める上で

、 。不可欠であり 国土強靭化にも資するとするものです

この要請に対し、当然に、公共施設等の総合的な管理

計画を策定していくものと考えますが、以下の諸点に

ついて伺います。

① 本市の老朽化対策の方針

② 計画策定要請に対する対応姿勢、計画策定手順等

③ 計画が策定された後の市民への公開や説明

６ ２番 市 長１．消防団について

伊 藤 勝 美 第４０８回定例会において 「消防団の今後のあり、

（一問一答） ようについて」として一般質問しましたが再度、消防

団について質問いたします。

、 、近年 局地的な豪雨や台風などの自然災害が頻発し

地域防災力の強化が喫緊の課題となる中、消防団の重

要性が改めて認識されております。消防団は「消防組

織法」に基づいた組織で全ての自治体に設置されてお

り、団員は非常勤特別職の地方公務員として、条例に

より年額報酬や指導手当などが支給されております。

火災や災害の発生時には、いち早く自宅や職場から現

場にかけつけ対応に当たる地域防災のかなめとなって

います。

昨年１２月に消防団を支援する目的で「消防団を中

核とした地域防災力の充実強化に関する法律」いわゆ
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順位 質問者（方式） 質 問 事 項 ・ 要 旨 答弁を求める者

「 」 。「 」２番 る 消防団支援法 が成立しました 消防団支援法

伊 藤 勝 美 は、消防団を将来にわたり地域防災力の中核として、

（一問一答） 欠くことのできない代替性のない存在と定義し、消防

団の抜本的な強化を国や自治体に求め、団員の処遇改

善や装備品、訓練の充実などに対しての方向性が示さ

れています。

そこで、

(1) この法律の内容について、どのように認識されて

いるか、所見を伺います。

(2) 前回の一般質問の中で報酬については 「近隣の、

自治体の状況、また本市のほかの特別職報酬とのバ

ランスを考慮してあり方を検討してまいりたい」と

答弁されているが、その後どのような検討がなされ

たのか伺います。

(3) 消防団の新たな装備充実について伺います。消防

庁は 「消防団支援法」の公布・施行を受け、消防、

団の装備の基準を新たに見直しました。そして本年

２月７日に改正して公示しました。その基準に沿っ

て、本市として今後どのように対処されていくのか

所見を伺います。

(4) 消防庁が全国的に女性団員の割合をふやそうとす

る方針を打ち出していますが、市の方針はどのよう

にするのか。また、県内での編成状況はどのように

進んでいるのか、そして女性団員の位置付けと活動

内容は、どういうものなのでしょうか伺います。

(5) 緊急時の団員に対しての伝達方法は、現在どのよ

うに行なっているのか、課題や問題等があればどの

ようなことなのか伺います。

市 長２．屋外安全施設について

、 、 、道路標識 カーブミラー 街路灯の屋外安全施設は

道路交通の安全を確保するための根幹の施設です。市

民の安心安全を守るためには、屋外安全施設の維持管

理及び更新を適切に行い、その機能を保持していくこ

とが必要不可欠であると考えます。

金属製の道路標識などは、大型のもので耐用年数は

、 、おおむね１５年 これを過ぎると７５％は危険になり

小型のものでも耐用年数が１０年、これを経過すると

７５％が危険になっているという警察庁の調査で指摘

されています。

そこで、

(1) 市内における屋外安全施設の現状をどのように認

識しているのか伺います。

(2) 経年劣化の状況、また危険度はどうなっているの

か、実態調査はしているのか、伺います。

(3) 管理台帳に基づく経年劣化の更新計画はあるのか、

どのような管理状態になっているか、伺います。

市 長３．視覚障がい者の方々への広報活動支援について

視覚障がい者の方が情報を得るため最も知られてい

る方法は点字ですが、私たち晴眼者の活字離れと同じ

く、点字よりも音声に頼る割合がふえています。点字
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順位 質問者（方式） 質 問 事 項 ・ 要 旨 答弁を求める者

２番 を理解する視覚障がい者の方は、全体の一割程度だと

伊 藤 勝 美 いわれています。

（一問一答） 活字を音声化するためには、朗読と録音が必要でし

たが、現在は約二センチ四方の音声コード（ＳＰコー

ド）にパソコンで自動変換できます。パソコンで作成

した文書がそのまま音声になり、視覚障がい者の方ば

かりでなく 「高齢者」や「ながら族」にとっても大、

変便利になっています。しかし、残念ながら、その音

声コードの普及が進んでいません。県の広報物でも福

祉関係の一部の印刷物に採用されているだけです。

そこで、

(1) 市内には視覚に障がいをお持ちの方で、市の広報

や配布物、または議会報などをごらんになることが

できない方がいらっしゃいます。そのような方々に

、 。対して 今まで市はどのような対応をしてきたのか

またその現状について、どのように思っているのか

伺います。

(2) 最近、他の自治体でも採用されるようになってき

ましたが、市の広報、パンフレットなど印刷物につ

いて、視覚に障がいがある方や高齢者などに配慮し

た情報提供を推進すべきと思いますが、市長の考え

を伺います。

７ １５番 市 長１．ふるさと納税について

大 野 栄 光 先日発足した第２次安倍内閣は政権最大の課題とし

（一問一答） て「元気で豊かな地方の創生」に全力を挙げると公約

した。今回、日本の将来を見据え、人口減少の克服や

「 」地域活性化に取り組む まち・ひと・しごと創生本部

。 「 」を設置した そんな安倍総理が０８年 ふるさと納税

を提唱した。個人、企業、団体が生まれたふるさとが

豊かにとの思いで納税という寄附を寄せていただき、

全国からの心温まる行為に元気が出る思いです。

ふるさと納税について以下の点をお尋ねします。

(1) 市内外在住の多くの方たちから御寄付いただいた

ふるさと納税。確定申告時には、住民税と所得税が

軽減される。地域活性化、財政力格差の是正を目指

し始まった自主的納税を、当市の経済活性化・発展

に今後どのように生かすのか。

(2) 交流人口拡大、おもてなしの心を施策として掲げ

ている当市に 「ふるさと」納税を行った市外在住、

の方たちに白石を訪れてもらいたい、地場産品・温

泉・観光・スキー・こけし等、地域資源が豊富に存

在している当市を、納税を機会にもっと白石の魅力

を知ってもらい、地域活性化の一助にするようなそ

んな施策も必要と思われるがどうか。

市 長２．農作業に組み入れた畦畔の野焼きについて

今年も本市は、大きな気象災害も無く、田んぼの稲

穂は豊作で、秋の取り入れを待つばかりです。

近年、改良された農薬にも弱点があり、適期を逃す

と効果が無く、害虫には影響せず、特にカメ虫類は近

年、異常繁殖し、農家に甚大な損害を与えます。農作
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順位 質問者（方式） 質 問 事 項 ・ 要 旨 答弁を求める者

１５番 業の原点に帰り、畦畔の野焼き作業についてお尋ねい

大 野 栄 光 たします。

（一問一答） (1) 過去において、春の農作業の始めは、田んぼの畦

畔の野焼きでした。農薬の無かった時代、一番の害

虫駆除方法で越冬した害虫を駆除するのに一番の良

策だったのです。

近年、地球温暖化・火災危険等で野焼きに関して

罪悪感すら覚え、作業することができません。生産

性向上のため、安易に農薬に頼ってしまいがちです

が、昔ながらの知恵を生かした農法も必要と思うが

どうか。

(2) 畦畔の野焼きにおいて、地域ぐるみの野焼き日を

決めて、危険回避のため消防団を配置し、作業を行

うことができないだろうか。


